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8. 電子納品の受領および再納品依頼について 

①［電子納品］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

②「案件を選択する」画面が表示されます。該当案件の［変更］ボタンをクリックします。 

※トップページのコンボボックスで該当案件を選択した状態で［電子納品］ボタンをクリックした場

合は、「工事情報参照」画面に移動します。 

 

③「工事情報参照」画面が表示されます。［成果物確認］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンボボックスで「トップペー

ジ」を選択した状態で［電子納

品］をクリックします。 

「案件一覧」の状態が、「確認中」

になっています。 
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【電子納品を受領する】 

内容に不備がなく修正が必要ない場合は、「承認」を行ってください。 

※承認されていないデータは、利用期間終了後も電子保管システムへのデータ送信が行われません。 

 また、承認されるまで利用期間が自動で延長されますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【再納品依頼をする】 

内容に不備があり修正が必要な場合は、「再納品依頼」を行ってください。 

※受注者は承認依頼後、成果品を修正できません。発注者が修正を指示する場合は必ず「再納品依頼」

を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「コメント」を入力しま

す。 

③[送信]ボタンを 

クリックします。 

①「確認状況」を「承認」に

します。 

②「コメント」を入力しま

す。 

③[送信]ボタンを 

クリックします。 

①「確認状況」を「再納品

依頼」にします。 


